
現場技術業務積算基準【農業農村整備事業】　新旧対照表

現場技術業務積算基準 現場技術業務積算基準

【農業農村整備事業】 【農業農村整備事業】

令和６ ５年２月改定 令和５年２月改定

現場技術業務の価格積算基準 現場技術業務の価格積算基準
１　適用範囲 １　適用範囲
＜略＞ ＜略＞

２　業務費の構成 ２　業務費の構成
＜略＞ ＜略＞

３　業務費構成項目の内容 ３　業務費構成項目の内容
＜略＞ ＜略＞

４　業務費の積算 ４　業務費の積算
　４－１　直接原価 　４－１　直接原価
（１）  直接人件費 （１）  直接人件費
直接人件費に係る各費目の積算は、次のとおりとする。 直接人件費に係る各費目の積算は、次のとおりとする。
１）一般業務 １）一般業務
一般業務の算定は、業務期間を月数単位（小数点以下第１位止め、第２位四捨五入）で
表示し、月額単価（当該業務に従事する技術者の職種に応じ、次表の基準日額×１８．
０日／月）を乗じて算定する。なお、月当たり業務日数は、１８．０日／月を標準とす
るが、業務内容により別途考慮することができる。

一般業務の算定は、業務期間を月数単位（小数点以下第１位止め、第２位四捨五入）で
表示し、月額単価（当該業務に従事する技術者の職種に応じ、次表の基準日額×１８．
０日／月）を乗じて算定する。

２）業務打合せ ２）業務打合せ
＜略＞ ＜略＞

（２）  直接経費 （２）  直接経費
＜略＞ ＜略＞

　４－２　その他原価 　４－２　その他原価
＜略＞ ＜略＞

　４－３　一般管理費等 　４－３　一般管理費等
＜略＞ ＜略＞

　４－４　消費税相当額 　４－４　消費税相当額
＜略＞ ＜略＞

新（改定後） 旧（改定前）

 
技術者の区分 技術者の職種 備     考 
管理技術者 技 師 Ａ  

  現場技術員（Ａ） 技師Ｂ等 業務内容に合った職種を選定する。 
  現場技術員（Ｂ） 技 師 Ｃ  
  現場技術員（Ｃ） 技 術 員  

 
技術者の区分 技術者の職種 備     考 
管理技術者 技 師 Ａ  

  現場技術員（Ａ） 技師Ｂ等 業務内容に合った職種を選定する。 
  現場技術員（Ｂ） 技 師 Ｃ  
  現場技術員（Ｃ） 技 術 員  

 


